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 ［災害の概要］
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  □安全対策の有無 ：

 ［再発防止策］
  □問 題 点 ：

□防止対策： ①安全意識の向上と情報共有を徹底するため、研修を実施する。

  標識の一部変形 －

□現 場 の 状 況 ：
　・高所作業車による■■■■■■業務実施中。

　・歩道に高所作業車を配置。車道路肩規制及び歩道規制（歩道幅員1.0ｍ確保）を行っていた。

　・歩車道境界部上空縦断方向に架空線あり。

被
災
者

－

　・高所作業車配置箇所車道側に規制標識が設置されていた。

　・監視位置のシミュレーションができていなかった。

　・監視役は、高所作業車操作中に、安全監視に専念できていなかった。

　・監督員、警察署に協議せずに規制方法を変更した。

②作業員の安全意識が低く、事故に対する連絡報告が遅れた。

①前回（令和４年２月８日）の事故を受け、再発防止対策として掲げた点検実施計画
書の作業手順、安全管理が遵守できていなかった。

　・監視役と高所作業車オペレータとの間で、支障物の確認、共有ができていなかった。

②現場踏査時に「支障物記録票」を作成し、点検実施計画作成時及び点検時に確認、
チェックすることにより、支障物の見落としを防ぐ。

　 点検員（担当技術者）・監視役２名・オペレータ・交通誘導員２名の計６名で作業前にＫＹ活動を
実施し、支障物（架空線）の存在、監視位置、交通誘導方法について確認・注意喚起していた。

事故周知・再発防止（１）

　・点検員（担当技術者）、監視役Ａ（高所作業車監視）、監視役Ｂ（監視役Ａの安全確保）、高所作
業車オペレーター及び交通整理員２名の計６名で作業を実施中であった。

□事 故 の 概 要 ：     　令和 5年12月 7日（木曜日）
　 ■■■■を清掃するため、高所作業車のブームを伸ばし、架空線を下越ししながらブームを転
回する際、架空線のみを注視していたため、ブーム下方にある規制標識に気づかず接触した。（P3
～4参照）

災害の種類 公衆災害（第三者物損事故） 工 事 区 分 ■■■■■■業務

事故内容 「進行規制」標識板の変形

被災状況
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　［事故発生箇所］

事故周知・再発防止（２）

広域位置図

事故発生箇所

事故発生箇所 ■■■
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■■■■線
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■■■■線（■市■■地内）
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　［事故の状況が分かる写真または図面］：事故発生時の状況

　①オペレータは、直上方にある架空線のみを注視し、下方の確認を怠った。
　②監視役Ａは背後から現れた歩行者に目を取られ、転回中のブームから目を離した。
　　この時に高所作業車のブームと標識柱が接触した。

事故周知・再発防止（３）

監視役Ａ

オペレータ

通行人

ＪＲ原駅

歩行者通行(安全管理)に目を取られ、

動いているブームから目を離していた。

オペレータ

監視役Ａ

ブームから歩行者に

視線を移した 点検員（担当技術者）
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　［事故の状況が分かる写真または図面］：当日の点検状況

事故周知・再発防止（４）

ブームが接触した標識
※照明柱からすこし離れていたの

で、事前確認時、支障物と認識して

いなかった

点検対象照明柱

オペレータが注視していた

架空線

監視役Ａが監視する視点からの状況

⇒高所作業車の横を通行する

歩行者に目を取られ

ブームから目を離していた。
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点検実施計画書（抜粋）

×
×

×
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点検実施計画書（抜粋）
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点検実施計画書（抜粋）

×



　［再発防止策①　研修による安全意識の向上］

　●関係部署全員に対し、安全意識を向上させる研修を実施する。
　●気づいたことがある場合は速やかに報告できるよう情報共有を徹底するための教育を実施する。

【研修による安全意識の向上】

◎安全教育（研修）実施。

（1） 緊急実施事項（今回事故を受けて事故後実施）

1) 12月11日に事故周知について事故報告（安全協議会）を実施

道路照明灯点検業務関係者９名、その他関係部署24名の計33名に対し事故報告を行った。

※点検業務関係者に対する報告状況

2) 再発防止対策に係る研修を実施

・再発防止策策定後、関係部署の職員全員に対し、再度、年内に研修を実施する。

・連絡系統のミスから事故後の報告が遅れたため、情報共有を徹底するよう教育を実施する。

事故周知・再発防止（6）

　・「点検実施計画書」の安全管理、点検時詳細事項に基づく点検方法が実施できていなかった。

　・職員の安全意識が低く、事故の発生から報告まで時間がかかった。
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　［再発防止策 ②　：　支障物記録票の作成・運用］　※イメージ図

事故周知・再発防止（7）-1

支障物等の状況を記入

現地踏査時 点検実施計画策定時

規制内容を追記

配置人員、役割を追記

点検作業前（ＫＹ前）に現地で最終確認

を実施し、チェックマークを入れる

支障物の指差し確認

各自の役割分担を声出し確認

点検作業前

◎規制区分どおりの規制が行えない場合は、

当日は点検を実施しない。
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　［再発防止策② 支障物記録票の運用］　※イメージ図

事故周知・再発防止（7）-2

点検作業前（ＫＹ前）に現地で最終確認

を実施し、チェックマークを入れる

支障物の指差し確認

各自の役割分担を声出し確認

規制方法を変える場合、

当日は作業しない。

■■■■■
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